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平素は安全安心な住み良いまちづくりにご尽力頂き厚く御礼申し上げます。 

コミュニティ安倉（安倉地区まちづくり協議会）では、平常時から備えの充実を図り、災害が発生

した場合には自助・共助を着実に実行するため、地区住民が自発的に助け合って救出・救助活動を

行い、自分たちのまちは自分たちで守るという心構えで、地区防災力を高めることを目的として令

和 5 年 6 月 14 日付けで「コミュニティ安倉地区防災計画」を宝塚市に提案いたしました。（現在

審査・承認待ち） 

宝塚市に提案いたしました「コミュニティ安倉地区防災計画」では、普段の備

えから災害発生時の安否確認、連絡、避難行動までとなっており、現在その次の

シーンとなる避難所の運営マニュアルや支援体制の検討作業を行っておりま

す。 

つきましては、各企業・団体様におかれましては可能な範囲でご協力を頂け

ます様、御願い申し上げます。 

 

1. 大規模災害発生時の想定 

 大規模な災害が発生した場合、基本的に地区の住民は「避難所への避難」「在宅避難」「地区外

や駐車場などへの勝手避難」の何れかの方法（行動）となります。（各企業の社員様も同じです。） 

 宝塚市では災害発生直後、在宅避難者や勝手避難者に対して個別に食料などの支援をプッシ

ュ型（何もしないでも行政側から連絡が来る形）で行われることは基本的にはありません。行政

としての被災者支援は「避難所において対応を協議し、災害の規模に応じて可能な範囲で適宜

実施する。」ということだと考えます。また救援物資についても各避難所に振り分け・搬送とな

ると行政だけでは難しく、ボランティアの手を借りる必要がある為、支援が届けられるまで 3

日～１週間程度かかる見込みです。 

 これは、宝塚市が特別という事では無く他府県であっても表現

の違いこそあれ「被災者（避難者）たちが中心となり、協力・話し

合って避難所の運営や支援などを行って下さい。」と言う点につい

ては変わりがありません。 

つまり、災害発生から１週間ぐらいまでの間、特に災害直後から

３日間は救助活動が優先されることもあり、被災した地区の人た

ち自身で支援活動（助け合い）を行う必要があります。 

 

【参考】 愛知県での在宅避難支援の案内図 ---＞ 

行政が支援するように見えますが、詳細を確認すると話し合って避難者が行う様になっています。 



2. 現実的な支援体制の計画案 

 行政では、まちづくり協議会を中心に避難所運営委員会を組織し、役割分担などを決めて避

難所を運営いただく方針となっていますが、「コミュニティ安倉地区防災計画」（５ 地区の防

災対策（具体的な対策））でもあるように、各自治会対策本部（防災対策本部）において自らの

自治会員の安否確認や初期消火・救援活動などを行わなければならず、その上で余剰の人員を

避難所運営などに割いて頂くこととなります。災害の規模が小さく被害があまりない状況であ

れば対応できると思われますが、阪神大震

災規模の大規模災害においては支援体制の

立ち上げまでに数日を要すると考えます。 

 

 そこで、各自治会防災対策本部（各自治会

防災組織）に加盟されていない企業様のお

力をお借りして本格的な支援活動が開始さ

れるまでの１週間、特に災害直後から３日

間を「コミュニティ対策本部」（避難所とな

る安倉小学校に設置されます。）を中心とし

た避難所運営や支援活動、可能であれば救

助・搬送支援活動を行えるように計画致し

ました。 

 

地区連絡網に各企業様・団体様を追記したフロー図 

 

3. 各企業・団体様へ具体的な御願い 

 災害発生時、各企業様、団体様におかれましても同様に被災をされている状況でもあります

ので、可能な範囲で人員や機材、物資を支援頂けますと幸いです。 

応援派遣頂ける内容につきましては、別紙「災害発生時の応援予定票」にご記入頂き、お知らせ

下さい。（記載頂きます人数などにつきましては「必ず」と言うものでなくて大丈夫です。） 

 各企業様、団体様から応援派遣された方の具体的な活動内容につきましては、今後作成する

「避難所運営マニュアル」にて明記させて頂きます。 

※現時点での計画案では、避難所運営にかかる作業、在宅避難者などに対する物資配送、避難経

路の確保、避難者の救護及び搬送（避難所間の転送含む）となる見込みです。 

 

尚、避難所となる学校敷地内には緊急車両（災害派遣車両を含む）を除き、全て車両進入禁止

となります。（避難する方個人の車両も進入禁止です。）救援活動の為

に使用する車両は事前許可制として「許可証」を発行し乗り入れを許

可する事とします。別紙「災害発生時の応援予定票」に記載された車両

については「許可証」をコミュニティ安倉から事前にお渡し致します。 

 

 



4. 派遣頂く方の保険や機材の保証 

 応援派遣に来て頂いた方が、救護や片付けなどの活動に従事されている際にケガをした場合

に備え「兵庫県ボランティア・市民活動災害共済」という保険もあります

が、大変申し訳ありませんが潤沢な資金がありませんのでコミュニティ安

倉にて保証をすることが出来ません。協力を御願いしながら勝手な言い分

で申し訳ありませんが、各企業様・団体様にて予め保険などをご検討頂け

ます様、御願い致します。 

 

 

5. 救援物資・機材の管理 

 災害発生時の状況から、各企業様・団体様から応援派遣頂く車両や機材につきましては、前項

の通りコミュニティ安倉で保証することが出来ません。ご面倒ですが各企業様・団体様にて管

理頂きます様、御願い致します。 

また、無償提供頂けます物資につきましては、避難所となる安倉小学校まで持ち込み頂き「コ

ミュニティ対策本部」の判断で配布や使用・管理を致します。 

 

 

6. LINE グループへ参加の御願い 

 「コミュニティ安倉地区防災計画」に基づく安否確認連絡方法の練習も兼ねて各自治会とは

ＬＩＮＥグループを作成し案内や連絡を行う事としています。 

ご協力を頂けます各企業様・団体様に関しても、これとは別でＬＩＮＥグルー

プ（安倉防災応援団）を作成致しましたので、左のＱＲコードより御参加を御

願い致します。 

※ご参加頂く方は、防災を担当される方（出来れば各団体２名以上）でお願い

致します。 

※ＬＩＮＥグループに参加するには参加される方の「年齢確認（１８歳以上）」

設定が必要となります。 

 

以上、今後発生が予想されている南海トラフ地震で安倉地区は【震度 6 弱】と見込まれており、阪

神大震災以前の古い家屋では倒壊などが生じる事が考えられます。万一の際に備えスムーズに対処

できるように皆様のご協力を頂けます様、宜しく御願い申し上げます。 

 

令和 5 年１１月吉日 

 

 

 

  コミュニティ安倉（安倉地区まちづくり協議会） 

〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中 2 丁目 2-1 安倉会館 内 

E-mail: akura_machikyou@knd.biglobe.ne.jp  



派遣できる作業内容

○避難所内での運営支援 ○避難所外への物資搬送 ○避難所外での避難支援

○車両等、資器材支援 ○物資の無償提供 ○その他の支援

男性 名

女性 名

積載

数量 数量

※記載頂きました内容を絶対に守って頂くというものではありません。可能な範囲で記載を御願い致します。

※派遣車両に記載頂きました車両には「許可証」を事前にお渡し致します。

コミュニティ安倉（安倉地区まちづくり協議会）

品名

車種 詳細

性能・機能など

３．支援物資（無償提供品）内容

派遣装置

（内、外国語が出来る方：英語　　　　名／中国語　　　　名／韓国語　　　名／その他　　　　名）

４．その他

品名

名称

派遣車両

派遣特殊車両

特装装置

電話番号

（内、外国語が出来る方：英語　　　　名／中国語　　　　名／韓国語　　　名／その他　　　　名）

２．応援派遣内容

企業・団体名称

防災担当者名（フリガナ）

派遣人員

公開範囲：「１．応援企業・団体（個人名除く）」及び、「派遣できる作業内容」について

情報の公開同意 下記範囲の情報を（ 公開 ・ 非公開 ）として下さい。

１．応援企業・団体

災害発生時の応援予定票
作成日：　　　　年　　　　月

※記載内容に変更がありましたらお知らせ下さい。

車種 ナンバー

住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可能な作業内容について、 

○印にチェックして下さい。 

上記項目以外で派遣頂ける物や、作業

内容の条件などを記入して下さい。 

公開・非公開の何れかに○し

て下さい。※公開であっても、

個人名は非公開となります。 

実際に記入頂いた

年月を記入下さい。 

バスやトラックなどの場合、「積載重量」 

「定員」を積載に。「●tonクレーン」「アルミ

ボックス」「ダンプ」「ホロ付き」など特殊装

置付きの場合は特殊装置に記載下さい。 

ホイルローダーやレッカー、ラフター、散水車な

ど、特殊車両は、車種と性能詳細を記載下さい。 

ジェネレーター、ウェルダー、ポンプといった

作業機器や、工場扇、冷風機、ジェットヒータ

ーなどの機器・器具があれば記載下さい。 



派遣できる作業内容

○避難所内での運営支援 ○避難所外への物資搬送 ○避難所外での避難支援

○車両等、資器材支援 ○物資の無償提供 ○その他の支援

男性 名

女性 名

積載

数量 数量

※記載頂きました内容を絶対に守って頂くというものではありません。可能な範囲で記載を御願い致します。

※派遣車両に記載頂きました車両には「許可証」を事前にお渡し致します。

コミュニティ安倉（安倉地区まちづくり協議会）

品名

車種 詳細

性能・機能など

３．支援物資（無償提供品）内容

派遣装置

（内、外国語が出来る方：英語　　　　名／中国語　　　　名／韓国語　　　名／その他　　　　名）

４．その他

品名

名称

派遣車両

派遣特殊車両

特装装置

電話番号

（内、外国語が出来る方：英語　　　　名／中国語　　　　名／韓国語　　　名／その他　　　　名）

２．応援派遣内容

企業・団体名称

防災担当者名（フリガナ）

派遣人員

公開範囲：「１．応援企業・団体（個人名除く）」及び、「派遣できる作業内容」について

情報の公開同意 下記範囲の情報を（ 公開 ・ 非公開 ）として下さい。

１．応援企業・団体

災害発生時の応援予定票
作成日：　　　　年　　　　月

※記載内容に変更がありましたらお知らせ下さい。

車種 ナンバー

住所

 

 

 


